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Ⅰ．当社の概況及び組織に関する事項 

 １．商号 

   ブラウン・ブラザーズ・ハリマン証券株式会社 

 ２．登録年月日（登録番号） 

   平成 19 年 9 月 30 日（関東財務局長（金商）第 157 号） 

 ３．沿革及び経営の組織 

  (1) 会社の沿革 

当社は平成 9 年 2 月 12 日、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン投資顧問株式

会社として設立された後、平成 13 年 4 月 12 日に証券業を登録、金融商品取引

法の施行により平成 19 年 9 月 30 日付けにて金融商品取引業を登録し、今日

に至っております。 

年   月 沿     革 

平成 9 年 2 月 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン投資顧問株式会社設立（資

本金：1,000 万円、本店：東京都中央区日本橋三丁目 8 番 14

号） 

平成 9 年 4 月 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第 4 条の

規定に基づき、投資顧問業登録 

平成 10 年 3 月 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第 24 条の

規定に基づき、投資一任契約に係る業務認可 

平成 13 年 4 月 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン証券投資顧問株式会社に商

号変更、証券取引法第 28 条の規定に基づき、証券業登録 

平成 13 年 5 月 本店を東京都港区芝二丁目 31 番 19 号バンザイビルに移転 

平成 17 年 7 月 本店を東京都港区芝三丁目 43 番 16 号ビリーヴ三田に移転 

平成 18 年 2 月 本店の登記住所を東京都港区芝三丁目 43 番 16 号に変更 

平成 19 年 3 月 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第 24 条の

規定に基づく投資一任契約に係る業務を廃止 

平成 19 年 9 月 金融商品取引法第 29 条の規定に基づき第一種金融商品取引

業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業を登録 

平成 19 年 10 月 本店を東京都港区虎ノ門一丁目 2 番 8 号に移転 

ブラウン・ブラザーズ・ハリマン証券株式会社に商号変更 

金融商品取引法第 2 条第 8 項第 11 号に規定する投資顧問業

を廃止 
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  (2) 経営の組織 （令和 7 年 3 月 31 日現在） 

    当社の経営組織の概要は次のとおりであります。 

 ４．株式の保有数の上位 10位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等

の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合 

（令和 7 年 3 月 31 日現在） 

氏名又は名称 保有株式数 割合 

１．ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・インベス

トメント・マネジメント LLC 

株

2,800 

％

100.00 

計   1   名 2,800 100.00 
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 ５．役員の氏名又は名称   

（令和 7 年 3 月 31 日現在） 

役職名 氏名又は名称 代表権の有無
常勤・非常勤

の別 

代表取締役 園部 教靖 有 常勤 

取締役 永久 幸範 － 常勤 

取締役 ケビン・ダブリュー・ストーン － 非常勤 

取締役 桑原（二川）景子 － 非常勤 

監査役 ジェフリー・ディー・コックサム － 非常勤 

（注）監査役 ジェフリー・ディー・コックサムは、会社法第 2条第 16 号に定める「社外監

査役」であります。 

６．政令で定める使用人の氏名（令和 7 年 3 月 31 日現在） 

  (1) 金融商品取引業に関し、法令等（法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の

規則をいう。）を遵守させるための指導に関する業務を統括する者（部長、次長、課長そ

の他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該業務を統括する者の権限を代行し得

る地位にある者を含む。）の氏名 

氏   名 役  職  名 

北岡 敏朗 コンプライアンス部長 

  (2) 投資助言業務（金融商品取引法（以下「法」という。）第 28条第６項に規定する投資助

言業務をいう。）又は投資運用業（同条第４項に規定する投資運用業をいう。）に関し、助

言又は運用（その指図を含む。）を行う部門を統括する者（金融商品の価値等（法第２条

第８項第 11 号ロに規定する金融商品の価値等をいう。）の分析に基づく投資判断を行う者

を含む。）の氏名 

氏   名 役  職  名 

該当無し 

 ７．業務の種別 

   第一種金融商品取引業（金融商品取引法第 28 条第 1 項関係） 

     1. 有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 

     2. 次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理 

      (1) 取引所金融商品市場における有価証券の売買 

      (2) 外国金融商品市場における有価証券の売買 

     3. 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い 
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   第二種金融商品取引業（金融商品取引法第 28 条第 2 項関係） 

   投資助言・代理業（金融商品取引法第 28 条第 3 項関係） 

     1. 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介 

   金融商品取引業に付随する業務（金融商品取引法第 35 条第 1 項関係） 

     1. 有価証券の貸借の媒介 

     2. 有価証券に関連する情報の提供又は助言 

     3. 通貨その他デリバティブ取引に関連する資産の売買の媒介 

当社は、主として有価証券の私募の取扱い業務および有価証券に関する情報の提供業務を

行っています。具体的には、 

(1)当社の親会社であるである Brown Brothers Harriman & Co. （以下、「BBH&Co.」といい

ます。）あるいはその関係会社が運用するオフショア投資信託ファンドおよびリミテッ

ド・パートナーシップ・ファンドについて、日本の適格機関投資家のお客様を対象とし

て行う私募の取扱い業務、および 

(2) 有価証券に関する情報、 お客様からの要望等の受付及び BBH&Co.への伝達等の有価証

券に関する情報の提供業務を行っています。 

当社は、いわゆるプロ私募の取扱い業務のみを行っており、当社にお客様の口座を開設す

ることやお客様の資産を保管、管理することはございません。 

 ８．本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 

名   称 所  在  地 

本 店 
〒105－0001 

 東京都港区虎ノ門一丁目 2 番 8 号 

 ９．他に行っている事業の種類 

   該当するものはございません。 

 10．苦情処理及び紛争解決の体制 

（第一種金融商品取引業） 

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（以下この項において

「FINMAC」といいます。）との間で特定第一種金融商品取引業務に係る手続き実施

基本契約を締結する措置 

（第二種金融商品取引業） 

金融商品取引法 第37条の7 第1項 第2号 ロに規定する苦情処理措置及び紛争解決措置と

して、FINMACを利用する措置 
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（投資助言・代理業） 

金融商品取引法 第37条の7 第1項 第3号 ロに規定する苦情処理措置及び紛争解決措置と

して、一般社団法人日本投資顧問業協会（FINMACに業務委託）を利用する措置 

11．加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称 

（加入する金融商品取引業協会） 

日本証券業協会 

一般社団法人日本投資顧問業協会 

（対象事業となる認定投資者保護団体の名称） 

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（第二種金融商品取

引業に限る。） 

 12．会員又は取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号 

   該当するものはございません。 

 13．加入する投資者保護基金の名称 

   日本投資者保護基金 

Ⅱ．業務の状況に関する事項 

 １．当期の業務の概要 

   ＜営業の経過および成果＞ 

当社は、既往顧客との取引維持と親会社である BBH&Co.あるいはその関係会社が運用

する伝統的な株式運用等のプロダクトの情報の既往顧客・見込み顧客への提供に注力し

ました。 

当社の当期の業績は、販売費及び一般管理費は 167 百万円、前期比 30.7％増の水準と

なり、BBH&Co.からの情報提供サービス料が 181 百万円、前期比 30.1％増の水準となり

ました。経常利益は 14百万円、前期比 22.6%増となり、当期純利益は前期比 22.7％増の

12 百万円となりました。 

当期末の自己資本規制比率は 435.4%で、昨年度末の 524.0%から低下しました。人件費

の増加等によりリスク相当額が増加しております。 

   ＜設備投資・資金調達の状況＞ 

新規設備投資は行わず、既存設備の効率的な運用に努めております。 
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 ２．業務の状況を示す指標 

  (1) 経営成績等の推移 

                                                                  （単位：百万円） 

第 27 期 

令和 5年 3月期

第 28期 

令和 6年 3月期

第 29期 

令和 7年 3月期

資本金 140 140 140

発行済株式総数（株） 2,800 2,800 2,800

営業収益 120 139 181

（受入手数料） 120 139 181

（（委託手数料）） － － －

（（引受け・売出し・特定投資家

向け売付け勧誘等の手数料）） － － －

（（募集・売出し・特定投資家向

け売付け勧誘等の取扱い手数

料）） 

－ － －

（（その他の受入手数料）） 120 139 181

(((情報提供サービス料))) 120 139 181

（トレーディング損益） 

（（株券等）） － － －

（（債券等）） － － －

（（その他）） － － －

純営業収益 120 139 181

経常損益 4 11 14

当期純損益 1 10 12

  (2) 有価証券引受・売買等の状況 

    ① 株券の売買高の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に係るものを除く。） 

       該当するものはございません。 

① -2 株券の売買高の状況（電子記録移転有価証券表示権利等に係るものに

限る。） 

該当するものはございません。 
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②  有価証券の引受け及び売出し並びに特定機関投資家向け売付け勧誘等並びに有価

証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの

状況（電子募集取扱業務に係るもの及び電子記録移転有価証券表示権利等に係るもの

を除く。） 

                                                                   （単位：百万円） 

区  分 引受高 売出高

特定投

資家向

け売付

け勧誘

等の総

額 

募集の

取扱高

売出し

の取扱

高 

私募の取

扱高 

特定投

資家向

け売付

け勧誘

等の取

扱高 

令 

和 

5 

年 

3 

月 

期 

株券 － － － － － － － 

国債証券 － － － － － 

地方債証券 － － － － － 

特殊債券 － － － － － － － 

社債券 － － － － － － － 

受益証券 － － 11,355 － 

その他 － － － － － － － 

合 計 － － － － － 11,355 － 

令 

和 

6 

年 

3 

月 

期 

株券 － － － － － － － 

国債証券 － － － － － 

地方債証券 － － － － － 

特殊債券 － － － － － － － 

社債券 － － － － － － － 

受益証券 － － 5,820 － 

その他 － － － － － － － 

合 計 － － － － － 5,820 － 

令 

和 

7 

年 

3 

月 

期 

株券 － － － － － － － 

国債証券 － － － － － 

地方債証券 － － － － － 

特殊債券 － － － － － － － 

社債券 － － － － － － － 

受益証券 － － 6,825 － 

その他 － － － － － － － 

合 計 － － － － － 6,825 － 
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② -2 有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募

集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況（電子募集

取扱業務に係るものに限る。） 

該当するものはございません。 

② -3 有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募

集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況（電子記録

移転有価証券表示権利等に関する業務に係るものに限る。） 

該当するものはございません。 

  (3) その他業務の状況 

      該当するものはございません。 

  (4) 自己資本規制比率の状況 

（単位：％、百万円） 

令和 5年 3月期 令和 6年 3月期 令和 7年 3月期 

自己資本規制比率 

（Ａ／Ｂ×100）
623.7 524.0 435.4

固定化されていない 

自己資本（Ａ） 
170 178 179

リスク相当額（Ｂ） 27 34 41

市場リスク相当額 － － －

取引先リスク相当額 1 2 1

基礎的リスク相当額 25 31 39

（注）上記は、金融商品取引法第 46 条の 6第 1項の規定に基づき、「金融商品取引業等

に関する内閣府令」（平成 19年内閣府令第 52 号）の定めにより、決算数値をもと

に算出しております。 

  (5) 使用人の総数及び外務員の総数 

（単位：名） 

令和 5年 3月期 令和 6年 3月期 令和 7年 3月期

使用人 13 15 17 

（うち外務員） (2) (2) (3) 



9 

Ⅲ．財産の状況に関する事項  

 １．経理の状況 

  (1) 貸借対照表  
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記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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  (2) 損益計算書 

記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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  (3) 株主資本等変動計算書

記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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＜注記事項＞ 

1. 重要な会計方針 

[1] 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

工具器具備品  10 年 

[2] 引当金の計上基準 

賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上してお

ります。 

[3] 収益及び費用の計上基準 

当社は、親会社等への情報提供から生じた情報提供料により収益を獲得して

おります。利息費用等を除く費用に一定の料率を乗じて算出された情報提供

料は、費用の発生に伴い履行義務が充足され、収益として認識しております。

情報提供料は、毎月請求され、支払期限を 30 日以内としております。 

2. 会計上の見積りに関する注記 

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であ

って、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次

のとおりです。 

    賞与引当金   13,295 千円 

賞与引当金の計上基準については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「(2)引当金の

計上基準」に記載のとおりです。 

3. 貸借対照表に関する注記 

[1] 資産に係る減価償却累計額 

  有形固定資産の減価償却累計額      197 千円 

[2] 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

関係会社に対する短期金銭債権 17,590 千円 



14 

[3] 関係会社に対する資産及び負債の内容及び金額 

4. 損益計算書に関する注記 

[1] 受入手数料の内訳 

その他の受入手数料として、BBH&Co.から受け取った情報提供サービス料 181,922 千円を

計上しております。 

[2] トレーディング損益の内訳 

該当するものはございません。 

[3] 金融収益及び金融費用の内訳 

該当するものはございません。 
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[4] 販売費・一般管理費の内訳 
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5. 有価証券及びデリバティブ取引に関する注記 

[1] トレーディングに係るもの 

①トレーディングの目的及び範囲 

該当するものはございません。 

②商品有価証券等（売買目的有価証券） 

該当するものはございません。 

③デリバティブ取引 

該当するものはございません。 

[2] トレーディングに係るもの以外 

①満期保有目的債券 

該当するものはございません。 

②子会社株式及び関連会社株式（売買目的有価証券に該当する株式を除く） 

該当するものはございません。 

③その他有価証券で時価のあるもの 

該当するものはございません。 

④当期中に売却した満期保有目的の債券 

該当するものはございません。 

⑤当期中に売却したその他有価証券 

該当するものはございません。 

⑥時価評価されていない主な有価証券（①及び②を除く）の内容等 

該当するものはございません。 

⑦保有目的を変更した有価証券 

該当するものはございません。 

⑧その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

該当するものはございません。 
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6. １株当たり当期純利益又は当期純損失の金額 

第 28期 3,743 円 77 銭 

第 29 期 4,594 円 46 銭 

 ２．借入金の主要な借入先及び借入金額 

   該当するものはございません。 

 ３．保有する有価証券（トレーディング商品に属するものとして経理された有価証券を除く。）

の取得価額、時価及び評価損益 

   該当するものはございません。 

 ４．デリバティブ取引（トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。）の契

約価額、時価及び評価損益 

   該当するものはございません。 

 ５．財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無 

当社の委嘱に基づき、第 28 期及び第 29 期事業年度の計算書類（貸借対照表、

損益計算書及び株主資本等変動計算書）について、PwC あらた有限責任監査法人

の監査を受け、監査報告書を受領しております。 

Ⅳ．管理の状況 

 １．内部管理の状況の概要 

当社は、責任ある金融商品市場の担い手として、経営の効率化及び財務の健全性の確保

並びに法令遵守の重要性を認識し、内部管理統括責任者のもと内部管理の充実強化に取り

組んでおります。 

また、取締役会にて策定されたコンプライアンス・プログラムに従い、社内規程等の制

定改廃、社内コンプライアンス研修の実施、日本証券業協会等による外部研修への参加、

コーポレート・ガバナンス機能の強化等を通じ、管理態勢の充実に努めております。 

 ２．分別管理等の状況 

  (1) 金融商品取引法第 43条の２の規定に基づく分別管理の状況 

①顧客分別金信託の状況 

     該当するものはございません。 

②有価証券（電子記録移転有価証券表示権利等を除く。）の分別管理の状況 

    イ 保護預り等有価証券 

該当するものはございません。 
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ロ 受入保証金代用有価証券 

該当するものはございません。 

ハ 管理の状況 

該当するものはございません。 

③ 対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る分別管理の状況 

     該当するものはございません。 

④ 電子記録移転有価証券表示権利等（令第１条の 12 第２号に規定する権利を除く。）に限

る。）の分別管理の状況 

該当するものはございません。 

  (2) 金融商品取引法第 43条の２の２の規定に基づく区分管理の状況 

①商品顧客区分管理信託の状況 

     該当するものはございません。 

   ②有価証券等の区分管理の状況 

    イ 有価証券等の種類ごとの数量等 

該当するものはございません。 

ロ 管理の状況 

該当するものはございません。 

  (3) 金融商品取引法第 43 条の３の規定に基づく区分管理（電子記録移転有価証券表示権利

等に係るものを除く。）の状況 

     該当するものはございません。 

① 同条第１項の規定に基づく区分管理の状況 

該当するものはございません。 

② 同条第２項の規定に基づく区分管理の状況 

該当するものはございません。 

③ 電子記録移転有価証券表示権利等（金融商品取引法施行令第１条の 12 第２号に規

定する権利を除く。）に限る。）の区分管理の状況 

イ 保護預り等有価証券 

該当するものはございません。 

ロ 受入保証金代用有価証券 

該当するものはございません。 



19 

Ⅴ．連結子会社等の状況に関する事項 

   当社が出資する連結子会社等はございません。 

Ⅵ．CSR に対応した取組み 

金融庁による金融改革プログラムを契機として金融機関の CSR(企業の社会的責任)を重視

した取組みが行われていること、BBH&Co.をはじめとする BBH グループにおいても社会貢献活

動への取組みを推進していることを踏まえ、当社は状況に応じ社会貢献活動を実施しており

ます。また日常業務におきましては、ペットボトルの使用削減等を含む、BBH Sustainability 

Action を推進しております。 

 （過去の取り組み例） 

  ・ダイバーシティ＆インクルージョン推進活動 

  ・京都大学 iPS 細胞研究所（CiRA）への寄付 

  ・チャリティーマラソンへの参加 

・海岸の清掃活動           等 

VII． 弊社のポリシー 

お客様本位の取組に関する原則 

ブラウン・ブラザーズ・ハリマン証券株式会社は、常にお客様にご満足頂き、長期にわたり

安心してお取引頂ける体制を構築するため、弊社および弊社役職員（以下「私たち」といい

ます。）の行動規範として「お客様本位の取組に関する原則」を策定いたしました。 

私たちの原則は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・グループ（以下「BBH」といいます。）の

理念、方針（以下をご参照ください。）に基づき、「お客様本位の取組の徹底」、「利益相反の

適切な管理」、「重要な情報の分かりやすい提供」、「従業員教育の実施」について、その考え

方やその取り組み状況をお示しするものです。 

<BBH の理念> BBH の使命は単純明快です。すなわち、お客様の財務面の豊かさを守るお手伝

いをし、お客様の資産を長期にわたって増やすことです。私たちはすべてにおいてお客様を

中心に考え、BBH の組織体制及び業務運営はそれを維持するように構築されています。 

 <BBH の方針> BBH が目指しているものは、サービスを提供するすべてのお客様にとって最

も信頼できる、付加価値の高い、そして差別化されたパートナーになることであり、この高

い目標を達成できるビジネスに注力することです。 

• 信頼されるパートナー： 私たちは、お客様にとって最も重要なことに関する「第一の相

談相手」になることを目指します。常にお客様の期待を上回る対応を目指します。それ
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こそが何年・何世代にもわたって続く関係に資すると考えるからです。 

• 価値の高いパートナー： お客様のすべてのニーズに応えることが私たちの目指すとこ

ろではありません。私たちは、お客様が最も重視する分野において深い経験を持つ専門

家になることを目指します。 

差別化されたパートナー： 非公開企業であることで、株主に影響されることなく、お客様

への長期にわたるサービス提供に役立つテクノロジーやノウハウに投資する柔軟性を持つ

ことができます。お客様を最優先に考えることが、私たちのあらゆる意思決定の核心です。

社会情勢や経営環境の変化等を踏まえ、より良い業務運営を実現するため、この原則は、定

期的に見直しを行います。 

原則 1： お客様本位の取組みを徹底し、お客様にふさわしい商品の提供に努めます。 

• 私たちは、常にお客様本位の視点で考え、お客様の目的に対する合理性のもと、最適な商

品やサービスの提供に努めます。 

• 私たちは、お客様との堅固な信頼関係を築き、長期にわたる取引を継続するため、弊社の

親会社等と密接に連携し、お客様のニーズに適合する商品の提供やサービスの品質管理、

向上に努めます。 

• 私たちは、お客様である日本の金融機関が取り組む「顧客本位の業務運営」の実施に協力

します。 

• 私たち一人ひとりが社会的責任の重さを認識し、商品やサービスに対する専門性と職業倫

理を保持し、誠実・公正にお客様に対応いたします。 

原則 2： 利益相反の適切な管理に努めます。 

• 私たちは、BBH が運用、設定するファンドのみについて、日本の適格機関投資家のお客様

に、私募の取扱い業務を行っています。私たちは、この事実をお客様に開示し、その他の

情報と併せてお客様にご対応をご検討頂きます。 

• 弊社、および BBH の役職員は、お客様の利益と反するような影響を与えるおそれのある贈

答や遊興（金銭以外の接待等を含みます。）の供応を受けることは社内規程で禁止してい

ます。 

原則 3： 重要な情報を分かりやすくお客様に提供します。 

• お客様に商品やサービスに関する情報のタイムリーな提供に努めます。お客様への情報提

供において、情報の非対称性を生じさせることのないよう、お客様との共通利益に資する

情報の提供に努めます。必要に応じて、弊社の親会社の役職員を交えて、情報の提供に努

めます。 

• BBH が運用、設定するファンドにかかる運用報酬、事務諸経費等について開示、報告いた

します。お客様からの個別のお問い合わせに対し、迅速に誠実に対応し、双方向の情報提

供の充実に努めます。 

• 金融のグローバル化の進展により、お客様にご提供したい商品やサービスの内容が複雑化

しています。私たちは、お客様が商品やサービスの内容およびリスク等をご理解しやすい



21 

ように重要情報シートを含む各種説明資料を作成し、より分かりやすい説明に努めます。 

原則 4： 従業員教育の実施 

• お客様本位の視点からお客様の多様なニーズにお応えできる社員の育成に努めます。 

• 役職員の評価においては、お客様の利益を意識したベストプラクティスへの取組に重点を

置き適切に評価します。 

利益相反管理方針の概要 

1. 利益相反のおそれのある取引の類型 

利益相反のおそれのある取引とは、弊社又は弊社の親金融機関等が行う取引のうち、お客

様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。 弊社が行う業務に関連して利益

相反のおそれのある取引の類型は、以下に掲げるものおよびこれらに類する取引が想定さ

れ、それに対応する管理方法は以下の通りです。 

① 弊社の親金融機関等が発行又は組成する有価証券をお客様に推奨・勧誘する類型 

  管理方法：(i) お客様への事実の開示、(ii) その他の方法 

② 弊社又は弊社の親金融機関等の従業員が、お客様の利益とするような影響を与えるお

それのある贈答や遊興（非金銭的なものを含みます。）の供応を受ける類型 

  管理方法：(i) 社内規程での禁止、(ii) その他の方法 

2. 利益相反のおそれのある取引の管理方法 

弊社は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、次に掲げる方法等により当該お客

様の保護を適正に確保いたします。 

① 対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法 

② 対象取引又は当該お客様との取引の条件又は方法を変更する方法 

③ 対象取引又は当該お客様との取引を中止する方法 

④ 対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、弊社又は

弊社の親金融機関等が負う守秘義務に違反しない範囲で、当該お客様に適切に開示す

る方法 

3. 利益相反管理体制 

弊社は、コンプライアンス部を利益相反管理の所管部署とし、コンプライアンス部長を利益

相反管理統括者とします。利益相反管理統括者は、利益相反のおそれのある取引の特定及

び利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括します。 

4. 利益相反管理の対象となる会社の範囲 

弊社が行う業務に関連して利益相反管理の対象となる会社等は、当社及び Brown Brothers 

Harriman & Co. (米国、当社の親金融機関等)です。 

反社会的勢力に対する基本方針 

弊社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社

会的勢力による被害を防止するため、次の基本方針を宣言します。 

1. 反社会的勢力に対しては、組織全体として対応を図るとともに、反社会的勢力に対応する

従業員の安全を確保します。 
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2. 平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士及び日本証券業協会等の外部の専門

機関と緊密な連携関係を構築します。 

3. 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力に

よる不当要求は拒絶します。 

4. 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。 

5. 反社会的勢力に対して、裏取引や資金提供は絶対に行いません。 

苦情処理措置・紛争処理措置 

金融商品取引法第 37 条の 7 に基づく弊社の金融商品取引業務に関する苦情処理措置及び紛

争解決措置は以下の通りです。 

1. 第一種金融商品取引業 

特定非営利活動法人 証券・金融あっせん相談センター（FINMAC）を利用する措置 

2. 第二種金融商品取引業 

FINMAC を利用する措置 

3. 投資助言・代理業 

一般社団法人日本投資顧問業協会（FINMAC に委託）を利用する措置 

連絡先  証券・金融あっせん相談センター(FINMAC) 

電話番号  0120-64-5005 

ホームページ http://www.finmac.or.jp/ 

個人情報等の保護方針 

関係法令等の遵守 

当社は、「個人情報の保護に関する法律」をはじめ個人情報保護に関する関係諸法令、関係す

るガイドラインおよび認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報の保護方針を遵守い

たします。 

当社は、個人情報に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報等の保護方針を策定い

たします。  

1. 利用目的 

当社は、以下の利用目的の範囲内でお客様の個人情報を利用いたします。 

 犯罪収益移転防止法その他の法令等に基づく取引時の確認・管理、契約又は法令等に基

づく権利の行使や義務の履行その他の法的対応を円滑に行うため（ブラウン・ブラザー

ズ・ハリマン・グループの親会社又は関連会社に代わって、国内外の反マネー・ローン

ダリング規制の履行その他の法的対応を円滑に行う場合を含みます） 

 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断の

ため  

 有価証券の私募の取扱い業務等に際し、お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や

義務の履行のサポートのため  
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 金融商品やサービスに関する各種ご提案のため  

 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のサポートのため  

 他の事業者等から個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合等において、

委託された当該業務を適切に遂行するため 

 その他、当社のサービスを適切かつ円滑に提供するため 

2．情報の取得方法 

当社は、利用目的の達成に必要な範囲で、例えば以下のような情報源から、口頭又は書面等

による適切かつ適法な手段により、お客様の個人情報を取得いたします。 

 ご本人様から直接ご提出いただく書類等（名刺や申込書等の書面提出、Web 等の画面へ

のデータ入力等） 

 共同利用者等の第三者 

3. 情報の提供 

 当社は、法令で定める場合を除き、ご本人様の同意なく個人情報を第三者に提供いたし

ません。 

 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委

託する場合があります。委託に際しては、委託先に対する必要かつ適切な監督を行いま

す。 

 当社は、個人データ（特定個人情報等に係る個人データを除きます。）を以下の通り第三

者と共同利用させて頂きます。 

(1)  共同して利用する個人データに含まれる個人情報の項目 

お名前、所属会社名・団体名および部署名・役職名、住所・電話番号・メールアドレ

ス、生年月日、旅券番号、写真、運転免許証番号 

(2)  共同して利用する者の範囲 

米国 Brown Brothers Harriman & Co.ならびに関連各社 

https://www.bbh.com/us/en/bbh-who-we-are/office-locations.html 

(3) 利用目的 

(a) 犯罪収益移転防止法、反マネー・ローンダリング規制その他の国内外の法令等

に基づく取引時の確認・管理、契約又は法令等に基づく権利の行使や義務の履行その

他の法的対応を円滑に行うため 

(b) 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性

の判断のため  

(c) 有価証券の私募の取扱い業務等に際し、お客様との契約や法律等に基づく権利

の行使や義務の履行のため  

(d) 金融商品やサービスに関する各種ご提案のため  

(e) 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため  

(f) その他、各社のサービスを適切かつ円滑に提供するため  
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4. 外国の第三者への移転 

当社は、法令で定める場合、又は、法令の定めに従って必要な情報を提供した上であ

らかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人様の同意を取得した場合に個人デ

ータを外国の第三者へ提供することがあります。なお、当社は、同意を得る時点で、当

該外国の名称、適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護

に関する制度に関する情報、又は当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関

する情報が特定できず、事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、当該ご本人様

はかかる情報提供の求めを当社に対して行うことができます。 

 また、当社は、個人情報を、外国にある、個人情報保護法の規定により個人情報取扱

事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置（以下「相当措置」といいます。）

を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合

する体制を整備している第三者に提供することがあります。この場合には、当社は、当

該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるものとし、

ご本人様は、当該必要な措置について情報提供の求めを当社に対して行うことができま

す。 

ただし、いずれの情報提供の求めについても、当社の業務の適正な実施に著しい支障を

及ぼすおそれがある場合には、当社は当該情報の全部又は一部について情報提供しない

ことができます。 

5. 機微（センシティブ）情報の取扱い 

金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに定められた機微（センシティブ）

情報については、法令等に基づく場合や業務遂行上必要な範囲においてお客様の同意を

いただいた場合等の同ガイドラインに掲げる場合を除き、取得、利用又は第三者提供を

行いません。 

6. 安全管理措置 

当社は、当社が取り扱う個人情報を正確、最新のものとなるよう適切な措置を講じてい

ます。また、かかる個人情報の漏えい、滅失、毀損等（以下「漏えい等」といいます。）

を防止するため、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術

的安全管理措置を講じ、適切な管理を行います。また、外国で当該個人情報を取り扱う

場合には外的な環境の把握も実施した上で適切な管理を行います。当社が講じる安全管

理措置の詳細については、以下 8.の問い合わせ先までご連絡ください。 

7. 開示等のご請求手続き  

当社は、保有個人データに関して、ご本人様から利用目的の通知、開示、訂正、追加・

削除、利用停止、消去、第三者提供の停止または第三者提供記録の開示のお申し出が以

下 8.の問い合わせ先にあった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、法
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令や指針の定めに基づき対応いたします。なお、利用目的の通知や開示には当社所定の

実費がかかる場合がありますので予めご了承ください。 

8．ご質問・ご意見等  

個人情報に関する利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者

提供の停止又は第三者提供記録の開示のご請求、及びその他個人情報の取扱いに関する

ご相談や苦情等、ご不明な点についてのご質問は下記にて承っております。 

ブラウン・ブラザーズ・ハリマン証券株式会社 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目２番８号 

個人情報保護管理者 

e-mail: tokyo.inquiry.scj@bbh.com  

9．認定個人情報保護団体 

当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協

会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての

苦情・相談を受け付けております。 

日本証券業協会 個人情報相談室 

電話 03-6665-6784  http://www.jsda.or.jp/ 

10．変更  

上記の記載内容は、法令等の改正その他の理由により、法令の定める範囲において予告

又は個別の通知なく変更することがございます。 

以  上 


